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調 査 の 概 要 
 
 
 
１ 調査の目的 

 この調査は、介護サービスに係る給付費の状況を把握し、介護報酬の改定など、介護保険制度

の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ることを目的とした。 

 なお、本調査は統計法に基づく届出統計である。 

 

 

２ 調査の範囲 

 各都道府県国民健康保険団体連合会が審査したすべての介護給付費明細書、給付管理票を集計

対象とした。 

 ただし、福祉用具購入費、住宅改修費など市区町村が直接支払う費用（償還払い）は含まない。 

 

 

３ 調査の時期 

 毎月（平成19年5月審査分～平成20年4月審査分） 

 

 

４ 調査事項 

（１） 介護給付費明細書…性、年齢、要介護(要支援)状態区分、サービス種類別単位数・回数等 

（２） 給付管理票…………性、年齢、要介護(要支援)状態区分、サービス種類別計画単位数等 

 
 

５ 調査の方法及び系統 

 （１）調査の方法 

  国民健康保険中央会の取りまとめのもとに、各都道府県国民健康保険団体連合会において審

査した介護給付費明細書等のデータをコピーし、厚生労働省大臣官房統計情報部に提出する方

法により行った。 

（２） 調査の系統 
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６ 集計方法 

 結果の集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部で行った。 

 

 

７ 利用上の注意 

  （１）表章記号の規約 

計数のない場合                 － 

統計項目のあり得ない場合            ・ 

表章単位の２分の１未満の場合          0.0 

減少数の場合                    △ 

 

（２）原審査分について集計している。 

（３）数値はそれぞれの表章単位未満での四捨五入のため、計に一致しない場合がある。 

    

   

２ 



結 果 の 概 要 
 
１ 受給者の状況 
（１） 年間受給者数 

平成 19 年 5 月審査分から平成 20 年 4 月審査分(以下「１年間」という。)における介護予

防サービス及び介護サービスの年間累計受給者数をみると 43,827.8 千人となっており、その

うち介護予防サービス受給者数は 8,792.3 千人、介護サービス受給者数は 35,057.2 千人とな

っている。 

 また、年間実受給者数（平成 19 年 4 月から平成 20 年 3 月の各サービス提供月において、１度

でも介護予防サービスまたは介護サービスを受給した者）は 4,370.4 千人となっている

（表１、表２）。 

 
表１ 受給者数の年次推移 

　　　　（単位：千人）

対前年度増減数

年間累計受給者数 39 541.8 42 011.4  42 984.1  43 827.8 843.7

年間実受給者数 4 136.3 4 398.4  4 295.6  4 370.4 74.7

注：1）「年間累計受給者数」は、各年度とも5月から翌年4月の各審査月の介護サービス受給者の合計である。

     2）「年間実受給者数」は、各年度とも4月から翌年3月の各サービス提供月の介護サービス受給者について名寄せを行ったものであり、

　     　当該期間中に被保険者番号の変更があった場合には、別受給者として計上している。

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

 
 

表２ サービス種類別にみた受給者数 

 
平成19年5月審査分～平成20年4月審査分

介護予防サービス （単位：千人）

平成19年度 平成18年度 対前年増減数 平成19年度 平成18年度 対前年増減数

総  数 8 792.3 4 760.1 4 032.2  1 044.5   802.7   241.8

介護予防居宅サービス 8 663.2 4 623.8 4 039.4  1 037.5   796.4   241.0

訪問通所 8 385.3 4 483.8 3 901.5  1 005.1   774.1   231.0

介護予防訪問介護 4 275.1 2 275.6 1 999.4   509.5   396.9   112.6

介護予防訪問入浴介護  4.5  2.6  1.9   1.0   0.7   0.3

介護予防訪問看護  250.4  136.5  113.9   37.4   27.5   9.9

介護予防訪問リハビリテーション  60.5  23.2  37.3   10.0   5.4   4.6

介護予防通所介護 3 355.0 1 753.5 1 601.5   432.9   319.1   113.8

介護予防通所リハビリテーション 1 263.0  660.6  602.4   162.8   121.5   41.2

介護予防福祉用具貸与 1 020.6  555.0  465.6   145.2   118.9   26.3

短期入所  107.3  53.4  54.0   38.3   22.2   16.1

介護予防短期入所生活介護  88.8  43.3  45.5   31.4   17.9   13.6

介護予防短期入所療養介護（老健）  17.4  9.4  8.0   7.2   4.4   2.8

介護予防短期入所療養介護（病院等）  1.3  0.7  0.6   0.6   0.4   0.2

介護予防居宅療養管理指導  192.2  94.0  98.2   30.3   19.6   10.7

介護予防特定施設入居者生活介護  209.8  99.8  110.0   27.1   18.3   8.8

介護予防支援 8 339.9 4 460.1 3 879.8  1 008.4   776.4   232.0

介護予防地域密着型サービス  36.2  13.9  22.3   6.6   3.1   3.5

介護予防認知症対応型通所介護  8.6  4.9  3.6   1.6   1.1   0.5

介護予防小規模多機能型居宅介護  16.9  2.7  14.3   3.0   0.7   2.3

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）  10.6  6.3  4.4   2.1   1.3   0.7

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）  0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0

年間累計受給者数 年間実受給者数

 
 注：１年間のうち介護予防サービスと介護サービスの両方を受けた者は、それぞれに計上される。 
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平成19年5月審査分～平成20年4月審査分
介護サービス （単位：千人）

平成19年度 平成18年度 対前年増減数 平成19年度 平成18年度 対前年増減数

総  数   35 057.2   38 238.5 △ 3 181.3  3 630.1   4 104.7 △  474.5

居宅サービス   23 598.8   26 986.5 △ 3 387.7   2 646.4   3 144.2 △  497.8

訪問通所   21 459.9   25 080.4 △ 3 620.5   2 439.1   2 959.3 △  520.2

訪問介護   9 625.3   11 799.3 △ 2 174.0   1 209.2   1 521.8 △  312.6

訪問入浴介護    947.8    962.2 △  14.5    139.7    139.9 △  0.2

訪問看護   2 775.8   2 902.4 △  126.6    371.4    391.9 △  20.5

訪問リハビリテーション    492.5    355.8   136.7    70.5    56.9   13.6

通所介護   10 028.9   10 848.8 △  820.0   1 216.1   1 357.3 △  141.2

通所リハビリテーション   4 315.1   4 803.3 △  488.3    522.7    602.1 △  79.3

福祉用具貸与   9 916.6   10 573.2 △  656.6   1 218.0   1 375.2 △  157.3

短期入所   3 396.0   3 189.2   206.7    659.1    634.6   24.5

短期入所生活介護   2 778.7   2 565.3   213.5    535.8    504.9   30.9

短期入所療養介護（老健）    609.4    606.7   2.7    152.2    156.1 △  3.9

短期入所療養介護（病院等）    58.4    62.8 △  4.5    15.4    17.5 △  2.1

居宅療養管理指導   2 695.3   2 565.5   129.8    364.4    352.3   12.0

特定施設入居者生活介護   1 050.0    871.7   178.3    118.1    107.1   11.0

居宅介護支援   21 708.8   25 240.7 △ 3 531.9   2 504.1   3 021.8 △  517.7

地域密着型サービス   2 290.8   1 954.6   336.2    261.3    223.1   38.1

夜間対応型訪問介護    16.9    3.8   13.1    3.2    0.8   2.4

認知症対応型通所介護    536.0    473.4   62.6    70.4    63.6   6.8

小規模多機能型居宅介護    153.4    29.5   123.9    24.2    6.5   17.7

認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）   1 547.7   1 433.2   114.5    162.2    152.6   9.5

認知症対応型共同生活介護（短期利用）    2.0    1.3   0.7    1.0    0.6   0.3

地域密着型特定施設入居者生活介護    11.4    4.3   7.1    1.6    0.7   0.9

地域密着型介護老人福祉施設サービス    26.2    10.8   15.5    3.5    1.2   2.3

施設サービス   10 006.9   9 844.4   162.4   1 080.6   1 075.3   5.3

介護福祉施設サービス   4 986.1   4 806.4   179.7    502.3    483.0   19.2
介護保健施設サービス  3 725.1  3 645.6  79.6   459.4    454.8  4.6

介護療養施設サービス   1 339.5   1 436.5 △  97.0    174.8    195.2 △  20.4

年間実受給者数年間累計受給者数

 
 注：１年間のうち介護予防サービスと介護サービスの両方を受けた者は、それぞれに計上される。 

 

 

表３ サービス体系別にみた受給者数の月次推移 
（単位：千人）

平成19年
5月審査分

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年
1月審査分

2月 3月 4月

介護予防サービス総数   670.7   693.7   705.7   718.2   723.0   733.9   748.5   754.2   759.4   757.0   759.4   768.8 

　　介護予防居宅サービス   658.9   681.5   694.8   706.3   712.7   723.2   738.4   743.3   749.2   747.1   749.5   758.3 

　　介護予防地域密着型サービス   2.2   2.4   2.6   2.7   2.9   3.0   3.1   3.2   3.4   3.4   3.5   3.

介護サービス総数  2 889.0  2 934.1  2 940.1  2 927.8  2 929.7  2 919.3  2 935.5  2 925.0  2 920.9  2 910.6  2 903.3  2 921.8 

　　居宅サービス  1 956.1  1 985.3  1 986.0  1 979.4  1 972.0  1 962.7  1 980.6  1 968.4  1 962.7  1 949.0  1 939.8  1 956.6 

　　地域密着型サービス   176.2   181.0   183.6   186.6   187.5   190.0   192.9   195.1   196.8   198.3   199.6   203.2 

　　施設サービス   820.3   832.7   832.9   830.0   836.6   835.3   836.5   835.2   836.8   835.5   836.3   838.6 

6 
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（２） 要介護(要支援)状態区分の変化 
平成 19 年 5月審査分における受給者のうち、平成 19 年 4月から平成 20 年 3 月の各サービ

ス提供月について１年間継続して介護予防サービスまたは介護サービスを受給した者（以下

「年間継続受給者」という。）は、2,606.7 千人となっており、年間継続受給者の要介護(要支

援)状態区分を平成 19 年 4 月と平成 20 年 3 月で比較すると、軽度（「要支援１」～「要介護

１」）の受給者が 1,043.7 千人から 927.3 千人に減少している（表４）。 

また、「要介護２」～「要介護４」の要介護(要支援)状態区分の変化割合をみると、それぞ

れの要介護度で、軽度化よりも重度化の割合が高くなっている（図１）。 

 

 

             表４ 年間継続受給者数の要介護(要支援)状態区分の変化別割合 
(単位：％）

要支援１
（217.8千人）

要支援２
（291.3千人）

経過的要介護
（1.0千人）

要介護１
 (417.1千人)

(100.0%) 100.0  8.4  11.2  0.0  16.0  19.6  17.7  15.1  12.0  

要支援１
（235.3千人）

(9.0%) 100.0  69.6  19.5  ・ 7.8  2.2  0.7  0.2  0.1  

平
要支援２

（262.8千人）
(10.1%) 100.0  12.0  68.1  ・ 11.4  6.2  1.7  0.5  0.1  

成
経過的要介護

（19.2千人）
(0.7%) 100.0  49.4  26.5  4.4  14.7  3.6  1.1  0.2  0.1  

19
要介護１

 (526.5千人)
(20.2%) 100.0  2.2  9.8  0.0  60.9  19.2  5.9  1.6  0.

年 (19.3%) 100.0  0.3  1.6  0.0  7.4  68.4  17.2  4.2  1.0  

4 (16.9%) 100.0  0.1  0.3  - 1.5  8.4  70.6  16.0  3.1  

月 (13.6%) 100.0  0.0  0.1  0.0  0.3  1.6  7.2  78.6  12.2  

(10.2%) 100.0  0.0  0.0  - 0.1  0.3  0.9  4.6  94.1  

平　　成　　20　　年　　３　　月

(927.3千人）

総数
 (2 606.7千人)

要介護２
(510.5千人)

要介護３
(462.4千人)

要介護４
(392.7千人)

要介護５
(313.8千人)

要介護５
(265.3千人)

総数
 (2 606.7千人)

要介護２
 (503.1千人)

要介護３
(439.4千人)

要介護４
 (355.2千人)

4  （
　
1
 
0
4
3
.
7
千
人

）

 
 
 

図１ 年間継続受給者数の要介護(要支援)状態区分の変化別割合 
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　　　注：要介護１の軽度化には、平成18年4月の介護保険制度改正により要支援２へ移行した受給者を含む。
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（３） 性・年齢階級別にみた受給者の状況 
平成 20 年 4 月審査分における認定者数 4,637.1 千人のうち、受給者数は、3,688.8 千人と

なっており、性別にみると、「男」1,061.0 千人（28.8％）、「女」2,627.8 千人（71.2％） と

なっている。また、認定者に対する受給者の割合をみると、「男」75.9％、「女」81.1％とな

っている（表５）。 

65 歳以上の年齢階級別人口に占める受給者の割合を男女別に見ると、「70～74 歳」以降の

全ての階級において、女性の受給割合が男性を上回っている（図２）。 

 
 
                    表５ 性別にみた認定者数・受給者数 
 

平成20年

4月審査分

平成19年

4月審査分

平成20年

4月審査分

平成19年

4月審査分

平成20年

4月審査分

平成19年

4月審査分

平成20年

4月審査分

平成19年

4月審査分

総　数 4 637.1 4 509.6 3 688.8 3 580.4 100.0 100.0 79.5 79.4

男 1 398.0 1 351.8 1 061.0 1 025.3 28.8 28.6 75.9 75.8

女 3 239.1 3 157.8 2 627.8 2 555.1 71.2 71.4 81.1 80.9

構成割合（％）
認定者数（千人）① 受給者数（千人）② 受給者割合（％）②／①

 
 
 

図２ 性・年齢階級別にみた６５歳以上人口に占める受給者の割合 
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２ 受給者１人当たり費用額 
（１） サービス種類別にみた受給者 1 人当たり費用額 
  平成 20 年 4 月審査分の受給者 1 人当たり費用額は 150.0 千円となっており、平成 19 年 4 月

審査分と比較すると 1.2 千円増加している(表６)。 

  平成 19 年 4 月審査分と平成 20 年 4 月審査分の受給者 1 人当たり費用額をサービス種類別に

比較すると、居宅サービスなどで増加し、介護予防地域密着型サービス、地域密着型サービスな

どで減少している（表７)。 

 

表６ 受給者 1人当たり費用額の年次推移 

（単位：千円）

対前年同月
増減額

総　　数 160.4 145.3 148.9 150.0 1.2

注：　平成17年10月1日、平成18年4月1日には介護報酬改定が行われている。

平成17年4月
審査分

平成18年4月
審査分

平成19年4月
審査分

平成20年4月
審査分

 
 
 

表７ サービス種類別にみた受給者１人当たり費用額および費用額累計 
 

介護予防サービス 介護サービス

平成２０年

４月審査分

平成１９年

４月審査分

対前年

同月

増減額

平成２０年

４月審査分

平成１９年

４月審査分

対前年

同月

増減額

総  数   39.3   38.1   1.2  341 473 総  数   179.1   173.9   5.1 6 131 378

介護予防居宅サービス   35.3   34.2   1.2  302 504 居宅サービス   110.9   106.9   4.1 2 551 690

訪問通所   33.0   32.2   0.8  274 931 訪問通所   95.9   93.5   2.4 2 015 449

介護予防訪問介護   20.4   20.4 △   0.0  87 337 訪問介護   62.5   62.3   0.3  591 642

介護予防訪問入浴介護   32.8   34.9 △   2.2   151 訪問入浴介護   55.7   56.8 △   1.1  53 511

介護予防訪問看護   26.7   26.8 △   0.0  6 715 訪問看護   43.0   44.2 △   1.2  119 924

介護予防訪問リハビリテーション   23.0   23.0 △   0.0  1 392 訪問リハビリテーション   25.5   25.5   0.0  12 574

介護予防通所介護   36.1   35.0   1.0  119 854 通所介護   78.0   75.2   2.8  759 391

介護予防通所リハビリテーション   41.7   40.7   1.1  52 265 通所リハビリテーション   76.7   75.1   1.6  323 160

介護予防福祉用具貸与   6.9   7.2 △   0.3  7 216 福祉用具貸与   15.6   15.6   0.1  155 246

短期入所   35.8   34.5   1.3  3 754 短期入所   93.2   91.2   2.0  308 762

介護予防短期入所生活介護   34.8   33.3   1.5  3 015 短期入所生活介護   94.0   92.0   2.0  253 934

介護予防短期入所療養介護（老健）   40.5   39.5   1.0   689 短期入所療養介護（老健）   80.7   79.7   1.0  49 082

介護予防短期入所療養介護（病院等）   36.0   35.7   0.3   50 短期入所療養介護（病院等）   98.9   97.9   1.0  5 746

介護予防居宅療養管理指導   9.7   9.4   0.3  1 838 居宅療養管理指導   10.2   10.0   0.2  27 222

介護予防特定施設入居者生活介護   109.0   102.2   6.9  21 982 特定施設入居者生活介護   194.9   190.2   4.7  200 256

介護予防支援   4.2   4.3 △   0.1  34 980 居宅介護支援   11.5   11.3   0.3  248 509

介護予防地域密着型サービス   104.6   128.7 △   24.1  3 989 地域密着型サービス   221.1   224.0 △   2.9  501 269

介護予防認知症対応型通所介護   42.3   41.3   0.9   360 夜間対応型訪問介護   21.9   20.6   1.2   357

介護予防小規模多機能型居宅介護   63.5   63.1   0.4  1 074 認知症対応型通所介護   108.3   106.8   1.6  56 864

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）   243.9   243.2   0.7  2 554 小規模多機能型居宅介護   186.2   182.8   3.4  28 399

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）   34.6   47.4 △   12.8   1 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）   267.5   265.6   1.8  406 614

認知症対応型共同生活介護（短期利用）   69.6   77.5 △   7.9   137

地域密着型特定施設入居者生活介護   197.8   193.6   4.2  2 196

地域密着型介護老人福祉施設サービス   259.4   270.9 △   11.5  6 701

施設サービス   286.8   286.7   0.1 2 829 911

介護福祉施設サービス   263.6   262.5   1.0 1 293 753

介護保健施設サービス   278.2   276.1   2.1 1 017 705

介護療養施設サービス   391.7   388.2   3.4  518 453

注 ：1)  受給者１人当たり費用額 = 費用額／受給者数

　　 2)  費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額、利用者負担額の合計額である。市町村が直接支払う償還払いは含まない。

１人あたり費用額

(単位：千円）

１人あたり費用額

(単位：千円） 平成１９年度

費用額・累計

(単位：百万円）

平成１９年度

費用額・累計

(単位：百万円）
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（２） 都道府県別にみた受給者 1 人当たり費用額 

平成 20 年 4 月審査分における受給者 1 人当たり費用額を都道府県別にみると、介護予防サ

ービスは福井県が 43.1 千円と最も高く、次いで石川県が 42.6 千円、山形県が 42.3 千円とな

っている。介護サービスでは、高知県が 205.8 千円、次いで佐賀県が 198.2 千円、石川県が

195.8 千円となっている。(表８) 

 
表８ 都道府県別にみた受給者 1 人当たり費用額 
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平成20年4月審査分

（単位：千円）

総  数
介護予防居宅

サービス
介護予防地域

密着型サービス
総  数

居宅
サービス

地域密着型
サービス

施設
サービス

全　国 39.3 35.3 104.6 全　国 179.1 110.9 221.1 286.8

北海道 41.0 36.9 115.8 北海道 180.8 90.5 238.5 290.7

青森県 39.3 35.1 152.6 青森県 172.7 101.8 246.4 284.3

岩手県 39.3 35.3 74.2 岩手県 165.1 94.2 214.6 278.4

宮城県 38.3 34.2 156.4 宮城県 171.6 108.9 218.2 278.9

秋田県 37.2 32.6 88.1 秋田県 168.6 98.7 232.2 278.9

山形県 42.3 37.9 99.1 山形県 176.3 108.7 206.8 272.6

福島県 39.8 36.0 80.8 福島県 170.8 102.6 201.1 275.6

茨城県 41.3 36.7 142.5 茨城県 172.9 102.0 241.7 273.0

栃木県 40.1 36.2 74.7 栃木県 171.8 108.7 210.4 279.0

群馬県 41.6 37.6 117.3 群馬県 179.7 114.5 239.5 277.3

埼玉県 38.9 35.0 108.9 埼玉県 169.9 107.6 230.9 281.2

千葉県 39.5 35.8 99.0 千葉県 169.1 112.9 225.4 279.7

東京都 38.3 34.5 74.1 東京都 176.6 118.1 163.0 296.6

神奈川県 40.1 36.6 119.9 神奈川県 175.3 112.6 231.8 290.9

新潟県 40.4 36.1 71.3 新潟県 183.9 113.4 192.4 286.2

富山県 41.7 37.7 85.9 富山県 190.8 107.8 217.6 297.2

石川県 42.6 38.0 161.3 石川県 195.8 112.5 241.9 288.4

福井県 43.1 39.0 77.1 福井県 191.7 114.7 196.5 286.1

山梨県 40.6 36.7 103.8 山梨県 180.2 121.3 221.8 274.0

長野県 38.8 35.1 57.9 長野県 173.8 110.3 180.1 280.7

岐阜県 38.6 34.2 132.1 岐阜県 178.6 109.8 235.5 275.0

静岡県 41.4 37.1 134.2 静岡県 183.5 113.0 202.2 284.8

愛知県 41.2 37.2 138.5 愛知県 181.8 118.0 226.3 284.8

三重県 38.4 34.4 128.7 三重県 173.1 111.2 226.4 280.7

滋賀県 38.5 34.7 52.1 滋賀県 173.5 112.2 182.8 285.2

京都府 34.6 30.7 66.5 京都府 173.0 103.0 189.2 299.8

大阪府 35.9 32.2 82.7 大阪府 174.5 113.5 232.5 293.9

兵庫県 37.7 33.9 68.4 兵庫県 181.2 115.5 213.5 287.0

奈良県 39.8 35.9 119.4 奈良県 174.8 110.9 236.2 276.2

和歌山県 36.4 32.3 94.3 和歌山県 178.7 116.2 227.3 284.7

鳥取県 40.1 36.1 69.8 鳥取県 188.0 114.0 211.6 280.2

島根県 40.5 36.3 88.2 島根県 182.2 110.4 205.8 280.5

岡山県 41.8 37.7 104.6 岡山県 177.2 108.1 238.3 279.4

広島県 39.3 35.2 92.5 広島県 183.8 113.1 224.0 289.7

山口県 39.4 35.4 84.6 山口県 191.4 108.3 207.3 297.4

徳島県 40.0 35.5 171.9 徳島県 191.8 100.0 250.7 295.2

香川県 41.4 37.4 65.3 香川県 179.3 107.1 224.4 278.1

愛媛県 39.1 34.7 156.6 愛媛県 184.5 108.8 246.4 290.8

高知県 38.1 34.1 100.6 高知県 205.8 113.4 237.4 310.3

福岡県 40.4 36.3 107.7 福岡県 189.3 114.5 234.7 294.8

佐賀県 40.7 36.2 129.0 佐賀県 198.2 117.9 232.6 290.2

長崎県 38.7 34.5 129.2 長崎県 187.6 109.0 245.8 280.7

熊本県 40.3 36.4 84.3 熊本県 188.9 108.3 219.3 298.9

大分県 40.0 36.0 110.5 大分県 181.1 113.4 214.0 279.4

宮崎県 40.5 36.5 125.2 宮崎県 189.5 119.4 241.6 288.2

鹿児島県 39.4 35.2 116.2 鹿児島県 189.1 105.4 237.9 283.8

沖縄県 40.9 37.1 76.0 沖縄県 192.1 134.9 205.9 281.4

介護予防サービス 介護サービス
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３ 居宅サービスの状況 
  （１） 利用状況 
   平成 20 年 4 月審査分における平均利用率（居宅サービス受給者平均給付単位数の支給限度

基準額（単位）に対する割合）を要介護(要支援)状態区分別にみると、「要介護５」56.3％が

最も高く、次いで「要介護４」55.0％、「要介護３」49.1％となっている（図３）。 

   また、居宅サービス別に受給者の要介護(要支援)状態区分別利用割合（居宅サービス別受

給者数の居宅サービス受給者数に対する割合）をみると、訪問介護はいずれの要介護(要支援)

状態区分でも約４割～５割となっており、訪問看護は要介護(要支援)状態区分が高くなるに

従って利用割合も高くなっている（図４）。 

 
図３ 居宅サービス受給者の平均給付単位数・平均利用率 
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　 （単位）

平成20年4月審査分

（％）

注：1)居宅サービス受給者平均給付単位数は（居宅サービス給付単位数／受給者数）である。

　   2)平均利用率（％）は（平均給付単位数／支給限度基準額×１００）である。
 

図４ 居宅サービス別にみた受給者の要介護(要支援)状態区分別利用割合 
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（２） 訪問介護 
平成20年 4月審査分の訪問介護受給者について要介護状態区分別に訪問介護内容類型の割

合をみると、要介護１では「生活援助」62.2％、要介護５では「身体介護」83.8％などとな

っており、要介護状態区分が高くなるに従って「身体介護」の利用割合が高くなり、「生活援

助」の利用割合は低くなっている（図５）。 

受給者数の月次推移をみると、介護予防訪問介護では増加傾向にあり、訪問介護では減少

傾向にある。また、1人当たり費用額は、介護予防訪問介護、訪問介護ともにほぼ一定額で推

移している（図６）。 

 
      図５ 要介護状態区分別にみた訪問介護内容類型別受給者数の割合 
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　 　2）　「身体介護・生活援助」とは、身体介護に引き続き生活援助を行った場合をいう。

　　 3）  総数には、「経過的要介護」を含む。
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図６ 介護予防訪問介護・訪問介護の受給者数及び１人当たり費用額の月次推移 
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（３） 福祉用具貸与 

福祉用具貸与種目別に、１年間の単位数の割合をみると、「特殊寝台」が 37.0％、「車いす」  

が 22.9％となっており、「特殊寝台付属品」及び「車いす付属品」を含めると、特殊寝台及び

車いすの貸与が全体の約８割を占めている（表９）。 
また、平成 20 年 4 月審査分の要介護（要支援）状態区分別件数の割合をみると、「体位変換

器」や「床ずれ防止用具」で要介護５の割合が高くなっている（図７）。 
 

表９ 福祉用具貸与種目別にみた件数・単位数 

構成割合（％） 構成割合（％）

総数  37 181.6 100.0  37 715.9 △ 1.4  16 318 087 100.0  16 877 280 △ 3.3

車いす  5 095.0 13.7  4 916.9 3.6  3 733 955 22.9  3 732 018 0.1

車いす付属品  1 261.2 3.4  1 102.9 14.3   242 925 1.5   212 349 14.4

特殊寝台  6 126.7 16.5  6 893.6 △ 11.1  6 034 999 37.0  6 909 443 △ 12.7

特殊寝台付属品  16 542.3 44.5  18 141.1 △ 8.8  2 429 227 14.9  2 682 184 △ 9.4

床ずれ防止用具  1 854.3 5.0  1 755.7 5.6  1 206 882 7.4  1 131 019 6.7

体位変換器   137.7 0.4   114.3 20.4   44 782 0.3   39 235 14.1

手すり  1 866.7 5.0  1 044.7 78.7   556 617 3.4   328 255 69.6

スロープ   825.7 2.2   705.6 17.0   516 330 3.2   439 013 17.6

歩行器  2 064.8 5.6  1 713.3 20.5   618 962 3.8   516 930 19.7

歩行補助つえ   825.2 2.2   763.8 8.0   95 521 0.6   90 161 5.9

認知症高齢者徘徊感知機器   37.9 0.1   27.6 37.6   30 419 0.2   22 347 36.1

移動用リフト   544.0 1.5   536.4 1.4   807 468 4.9   774 327 4.3

注：各年度とも5月審査分～翌年4月審査分までの累計である。

対前年度
増減比（％）

件        数

対前年度
増減比（％）

単     位    数

平成19年度
(千単位）

平成18年度
(千件）

平成19年度
(千件）

平成18年度
(千単位）

 
 

図７ 福祉用具貸与種目別にみた要介護(要支援)状態区分別件数の割合 

 
 

平成20年4月審査分

注：要支援等とは、要支援１，要支援２および経過的要介護の合計である。
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４ 地域密着型サービスの状況 
平成 19 年 5 月審査分から平成 20 年４月審査分までの地域密着型サービスの請求事業所数の推

移をみると、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)や地域密着型介護老人福祉施設などで２

倍以上に増加している。(表１０)。 

また、地域密着型サービス別に、受給者の要介護(要支援)状態区分別の割合をみると、「要介護

３」の割合が最も多く、次いで「要介護２」となっており、「要介護１」～「要介護３」の受給者

が約 7割を占めている(図８)。 

   
表１０ 地域密着型サービス請求事業所数の月次推移 

（単位：事業所）

5月審査分 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

介護予防認知症対応型通所介護   351   356   364   378   380   383   387   387   399   397   385   386

介護予防小規模多機能型居宅介護   230   298   336   373   407   433   487   535   587   599   636   653

介護予防認知症対応型共同生活介護   696   718   734   745   740   751   767   752   755   740   748   752

夜間対応型訪問介護   58   65   69   74   77   77   80   83   85   87   88   92

認知症対応型通所介護  2 611  2 685  2 700  2 724  2 751  2 770  2 805  2 829  2 843  2 839  2 858  2 883

小規模多機能型居宅介護   681   801   892   965  1 025  1 066  1 122  1 181  1 237  1 283  1 315  1 373

認知症対応型共同生活介護  8 894  8 964  9 015  9 060  9 088  9 129  9 163  9 212  9 237  9 270  9 290  9 327

地域密着型特定施設入居者生活介護   44   53   57   58   60   61   65   68   71   73   73   75

地域密着型介護老人福祉施設   63   74   78   88   93   99   109   113   126   131   132   135

平成19年 平成20年

 
 

図８ 地域密着型サービス別にみた要介護(要支援)状態区分別受給者数の割合 
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５  施設サービスの状況 
（１） 要介護状態区分別にみた単位数・受給者 1人当たり費用額 

各施設サービスの１年間の単位数は、介護福祉施設サービスが最も多く、次いで介護保健施

設サービス、介護療養施設サービスとなっている（表１１）。 

  また、施設サービス受給者１人当たり費用額をみると、いずれの施設サービスも要介護状態

区分が高くなるほど費用額も高くなっている（図９）。 

 
 
               表１１ 施設サービス別にみた要介護状態区分別単位数 

平成19年5月審査分～平成20年4月審査分

単位数
(千単位）

構成割合
(%)

単位数
(千単位）

構成割合
(%)

単位数
(千単位）

構成割合
(%)

　総　　　　数 128 108 473 100.0 100 836 941 100.0 47 972 803 100.0

　要介護１ 3 859 473 3.0 7 777 389 7.7  444 643 0.9

　要介護２ 10 933 990 8.5 17 202 570 17.1 1 387 094 2.9

　要介護３ 25 508 615 19.9 27 696 675 27.5 5 112 569 10.7

　要介護４ 42 542 867 33.2 28 621 041 28.4 12 828 857 26.7

　要介護５ 44 962 451 35.1 19 246 163 19.1 28 186 807 58.8

介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護療養施設サービス

 
 
 
         図９ 要介護状態区分別にみた施設サービス別受給者１人当たり費用額 
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（２） 退所（院）者の入所（院）期間別割合 

平成 20 年 3月中に退所（院）した施設サービス受給者について、要介護状態区分別に入所

（院）期間の割合をみると、介護福祉施設サービスでは、いずれの要介護状態区分でも「1

年～5年未満」が最も多い。 

介護保健施設サービスでは、要介護１～要介護３では「30 日～90 日未満」及び「90 日～

180 日未満」の割合が多いが、要介護４・要介護５では「1～5年未満」の割合が最も多くな

っている。 

介護療養施設サービスでは、要介護状態区分が高くなるに従って「1 年～5年未満」の割合

が多くなる傾向がみられる。（図１０） 

 
   図１０ 施設サービス・要介護状態区分別にみた退所(院)者の入所(院)期間別構成割合 
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  注：介護福祉施設サービスには、地域密着型介護福祉施設サービスを含む。 
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統計表１　介護予防サービス受給者数，月・サービス種類別
（単位：千人）

平成19年5月
審査分

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成20年1月 2月 3月 4月

総数  670.7  693.7  705.7  718.2  723.0  733.9  748.5  754.2  759.4  757.0  759.4  768.8 

介護予防居宅サービス  658.9  681.5  694.8  706.3  712.7  723.2  738.4  743.3  749.2  747.1  749.5  758.3 

訪問通所  638.2  659.6  673.0  684.0  689.8  700.3  715.0  719.8  725.2  722.3  724.9  733.2 

介護予防訪問介護  329.5  339.6  345.3  349.5  352.8  356.8  363.8  365.0  368.2  366.3  367.2  371.1 

介護予防訪問入浴介護  0.3  0.4  0.3  0.3  0.4  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 

介護予防訪問看護  18.9  19.7  20.1  20.3  20.6  20.9  21.4  21.4  21.7  21.8  21.8  21.9 

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ  3.8  4.2  4.5  4.6  4.9  5.0  5.3  5.4  5.6  5.6  5.8  5.9 

介護予防通所介護  253.3  262.5  269.2  273.5  274.6  280.4  286.9  290.0  291.1  288.2  290.5  294.8 

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ  95.5  99.0  101.1  103.1  103.7  105.9  108.3  109.2  109.5  108.4  109.0  110.2 

介護予防福祉用具貸与  68.3  73.5  76.7  79.9  82.5  84.8  88.2  90.2  91.9  93.3  94.1  97.0 

短期入所  7.6  8.2  8.1  8.6  9.6  9.1  9.8  9.8  9.0  8.9  9.1  9.6 

介護予防短期入所生活介護  6.2  6.8  6.7  7.1  7.9  7.5  8.1  8.1  7.5  7.5  7.6  8.1 

介護予防短期入所療養介護（老健）  1.3  1.4  1.4  1.4  1.6  1.5  1.6  1.6  1.4  1.3  1.4  1.4 

介護予防短期入所療養介護（病院等）  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 

介護予防居宅療養管理指導  14.0  15.0  15.0  15.5  15.8  15.6  16.3  16.4  16.5  17.3  17.1  17.6 

介護予防特定施設入居者生活介護  15.5  16.1  16.5  16.8  17.1  17.4  17.8  17.9  18.4  18.6  18.7  19.1 

介護予防支援  634.7  656.8  667.9  680.7  685.7  697.6  710.3  717.4  721.4  717.4  720.5  729.6 

介護予防地域密着型サービス  2.2  2.4  2.6  2.7  2.9  3.0  3.1  3.2  3.4  3.4  3.5  3.6 

介護予防認知症対応型通所介護  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.8  0.7  0.7  0.7 

介護予防小規模多機能型居宅介護  0.7  0.9  1.1  1.1  1.3  1.3  1.5  1.6  1.8  1.8  1.9  2.0 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）  0.8  0.8  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） -  0.0 - -  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

1
5



統計表２　介護サービス受給者数，月・サービス種類別
（単位：千人）

平成19年5月
審査分

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成20年1月 2月 3月 4月

総  数  2 889.0  2 934.1  2 940.1  2 927.8  2 929.7  2 919.3  2 935.5  2 925.0  2 920.9  2 910.6  2 903.3  2 921.8 

居宅サービス  1 956.1  1 985.3  1 986.0  1 979.4  1 972.0  1 962.7  1 980.6  1 968.4  1 962.7  1 949.0  1 939.8  1 956.6 

訪問通所  1 787.6  1 812.6  1 813.3  1 804.7  1 794.9  1 785.7  1 801.2  1 790.3  1 783.3  1 764.1  1 754.0  1 768.3 

訪問介護   822.4   826.4   825.2   816.7   809.3   801.0   807.5   796.7   791.2   777.3   773.8   777.8 

訪問入浴介護   78.3   80.4   80.1   79.6   79.1   78.4   79.0   78.7   79.7   78.3   77.6   78.6 

訪問看護   227.8   231.9   233.4   232.9   232.0   230.7   233.5   232.6   232.1   228.9   229.0   230.9 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ   36.6   38.3   39.4   40.2   40.6   40.6   41.9   42.4   42.7   42.7   43.0   44.0 

通所介護   817.8   836.3   840.2   838.8   835.0   834.4   847.5   846.3   840.5   828.1   826.2   837.7 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ   361.0   365.3   366.2   364.4   361.2   360.1   364.5   363.1   357.9   351.0   348.3   352.1 

福祉用具貸与   791.2   812.7   819.9   821.4   822.8   824.3   835.9   835.7   839.4   836.5   831.8   845.0 

短期入所   268.3   281.3   278.4   280.1   291.1   284.8   294.6   293.0   284.0   276.4   275.5   288.5 

短期入所生活介護   217.5   227.1   225.2   227.3   237.5   232.5   239.5   239.1   234.2   229.8   229.0   239.8 

短期入所療養介護（老健）   49.9   53.2   52.3   52.0   52.8   51.5   54.5   53.3   49.3   46.0   46.1   48.5 

短期入所療養介護（病院等）   4.9   5.2   5.0   5.0   5.0   5.0   5.2   5.1   4.8   4.4   4.3   4.5 

居宅療養管理指導   213.7   219.5   221.2   224.6   223.4   222.2   228.8   226.8   226.9   228.3   228.3   231.5 

特定施設入居者生活介護   81.3   83.5   85.1   85.0   85.9   87.0   87.8   89.0   89.7   90.8   91.6   93.4 

居宅介護支援  1 808.8  1 831.2  1 833.6  1 823.5  1 815.2  1 807.8  1 818.8  1 810.9  1 804.4  1 785.3  1 776.9  1 792.5 

地域密着型サービス   176.2   181.0   183.6   186.6   187.5   190.0   192.9   195.1   196.8   198.3   199.6   203.2 

夜間対応型訪問介護   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   1.7   1.9   2.0   2.2 

認知症対応型通所介護   41.7   43.2   43.7   44.1   44.5   44.9   45.7   45.8   45.8   45.3   45.2   46.1 

小規模多機能型居宅介護   7.0   8.3   9.6   10.8   11.5   12.3   13.4   14.4   15.2   16.0   16.9   18.1 

認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）   124.9   126.5   127.0   128.1   127.7   128.5   129.2   130.1   130.5   131.1   131.4   132.6 

認知症対応型共同生活介護（短期利用）   0.2   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.2   0.2   0.2 

地域密着型特定施設入居者生活介護   0.6   0.7   0.8   0.8   0.8   0.9   1.0   1.0   1.1   1.2   1.2   1.3 

地域密着型介護老人福祉施設ｻｰﾋﾞｽ   1.2   1.5   1.5   1.8   1.9   2.1   2.3   2.4   2.7   2.9   2.9   3.0 

施設サービス   820.3   832.7   832.9   830.0   836.6   835.3   836.5   835.2   836.8   835.5   836.3   838.6 

介護福祉施設ｻｰﾋﾞｽ   405.1   413.0   414.3   412.3   416.8   417.0   417.9   417.4   417.9   417.7   417.9   418.8 

介護保健施設ｻｰﾋﾞｽ   306.0   309.2   308.4   308.6   310.3   309.5   310.9   310.7   312.1   311.9   312.7   314.8 

介護療養施設ｻｰﾋﾞｽ   114.5   115.1   114.1   112.5   112.7   111.8   111.3   110.4   110.1   109.3   109.1   108.7 
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用 語 の 定 義 

 

(1) 原審査 

 介護サービスを提供した事業所から請求のあった介護給付費明細書等に対する審査をいい、

計画単位数を超える請求があった場合は査定減点されることがある。 

 なお、原則としてサービス提供月の翌月が各都道府県国民健康保険団体連合会の審査月と

なっている。 

(2) 受給者数 

 当該審査月に保険請求のあった者の数であり、同一被保険者が同一月に２種類以上のサー

ビスを受けた場合、サービスごとにそれぞれ計上するが、総数、小計には１人と計上してい

る。 

なお、年間累計受給者数は、各審査月の受給者数を合計している。 

   （3）年間実受給者数 

    平成19年4月サービス提供分から平成20年3月サービス提供分の介護サービス受給者につい

て名寄せを行ったものであり、当該期間途中に被保険者番号の変更があった場合は、別受給

者として計上している。 

  (4) 年間継続受給者数 

    平成19年4月から平成20年3月の各サービス提供月について１年間継続して介護サービスを

受給した者をいう。 

(5) 認定者数 

 要介護（要支援）認定を受け介護保険の受給資格がある者として、審査月の前月中に受給

者台帳に登録されている者をいう。 

  (6) 費用額  

 保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額である。 

(7) 単位数 

 介護サービス費用の単位であり、１単位の単価は地域により異なる。 

(8) 居宅サービス給付単位数 

 介護給付費明細書のうち、居宅サービス支給限度額管理対象単位数の合計である。 

  (9) 経過的要介護 

    改正介護保険法施行日（平成18年4月1日）において、有効期間が満了する前の旧要支援者

については、改正介護保険法附則第8条の規定により、施行日に要介護認定を受けたものと

みなされるため、当該有効期間満了日までの間は「経過的要介護」として予防給付ではなく

介護給付の対象となる。 

   (10) 訪問介護内容類型 

  ・身体介護…利用者の身体に直接接触して行う介護等と、日常生活に必要な機能の向上等のた

めの介助及び専門的な援助をいう。 

  ・生活援助…日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいう。 

・通院等乗降介助…要介護者の通院等のために指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自ら運

転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて乗車前・降車後の屋内外での

移動等の介助、または通院先・外出先での受診等の手続・移動等の介助を行うこ

とをいう。 
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